
ミャンマー国からの特定技能（介護）受入について

【受託運営事務局】 株式会社シグマスタッフ

令和4年度川崎市外国人介護人材雇用支援事業



１．受託事業者：株式会社シグマスタッフの紹介

創業 1983年2月

従業員数 85名

事業内容

人材派遣事業（労働大臣許可・一般労働者派遣事業許可番号/派
13-304719）
人材紹介事業（有料職業紹介事業許可番号/13-ユ-304566）
アウトソーシング事業
再就職支援事業 ／ 教育・研修事業
登録支援機関登録（出入国管理局許可登録番号/20登-003514）

拠点 北海道支店 旭川支店 大宮支店 横浜支店 沖縄支社

当社が設立支援、事務局運営を担う。
介護事業者のみの事業協同組合。
介護職員初任者研修はじめ入門的研修を開催。
2018年7月25日、介護技能実習監理団体許可1804000092。
ベトナム・フィリピンより技能実習生の受け入れを行う。
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創造と挑戦
～やさしさと思いやり～
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２．外国人介護人材を雇用する際の在留資格について

EPA・インターンシップ・帰国困難 等
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３．特定技能 外国人介護職員の現状 【JICWELS 資料引用】
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４．特定技能制度について

日本国内における人材不足は深刻化しており、経済・社会基盤の持続可能性を阻害する可能性が出てきているため、生産性
向上や国内人材確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において、一定の専門
性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていく仕組みを構築するために創設されました。

❶ 在留資格「特定技能」

２種類の在留資格があります。
『特定技能１号』は、特定産業分野に属する相当程度の知識または経験を必要とする技能を要する業務に従事する
外国人向けの在留資格です。

『特定技能２号』は、特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。

※「特定技能１号」で在留する外国人に対しては、受入れ機関または登録支援機関による支援の実施が求められています。
（P7参照）

❷ 受入れ分野

特定技能1号による外国人の受入れ分野（特定産業分野）は、14分野です。

介護分野・ビルクリーニング分野・素形材産業分野・産業機械製造業分野・電気、電子情報関連産業分野・
建設分野（2号あり）・造船、舶用工業分野（2号あり）・自動車整備分野・航空分野・宿泊分野・農業分野・漁業分野・
飲食料品製造業分野・外食業分野

❸ 特定技能外国人に必要な条件について

各特定産業分野の試験と、日本語能力試験に合格する必要があります。

介護技能評価試験・介護日本語日本語評価試験「介護」に
ついては、現在、 国内でほぼ毎日試験が行われています。

http://ac.prometric-jp.com/common_contents/test-
dates.html
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５．特定技能制度の概要

支援計画を作成し、提出する

約
６
ヵ
月
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一時帰国の必要なし



６．支援計画の概要
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７．受入機関と登録支援機関について
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受入機関
（介護施設等）

1号特定技能
外国人

登録支援機関

支援委託契約

支援計画全部の実施

・入職前の生活ガイダンス
・外国人の住宅確保・必要な契約支援
・出入国する際の送迎
・生活オリエンテーションの実施
・日本語学習の機会を提供
・相談・苦情への対応
・定期的な面談・行政手続き
・非自発的な離職時の転職支援 等

▶作成書類
・外国人支援計画書策定
・在留資格認定交付申請 等

雇用契約
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▶提出書類
・健康診断
・納税証明書
・履歴書

▶提出書類
・登記簿
・決算書
・納付書関連
・日本人同等待遇
証明用資料 他

出入国在留
管理局

申請
届出
報告

『登録支援機関』とは、特定技能外国人を受け入れる機関（介護施設等）に代わり、申請に必要な書類の作成を支援したり、生活支
援（住居の手配）を行ったり、継続的な日本語学習の機会を提供したり、就労後の相談・苦情などの対応を行います。
介護施設等は、登録支援機関に業務を委託することで、手続きを簡略化したり、不足している体制を補ったり、受入を円滑に進める
ことが可能になります。

８．登録支援機関を利用した受入スキーム

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=i3MvOX3H&id=4AC3C83F0AA018F845793D5A2B66DAC75539B28E&thid=OIP.i3MvOX3HF_UW0cgJYewQPgHaEm&mediaurl=https%3a%2f%2fwww.nextmobility.jp%2fwp-content%2fuploads%2f2019%2f09%2fThe-Immigration-and-Resident-Management-Agency-first-certified-foreigners-with-specific-skills-in-the-field-of-automobile-maintenance-20190917-1.jpg&exph=435&expw=700&q=%e5%87%ba%e5%85%a5%e5%9b%bd%e7%ae%a1%e7%90%86%e5%ba%81&simid=607988878009173992&selectedIndex=0
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=hA3%2fWZ61&id=2C73E7E615D8DCAF494ED4741A28672738DAB6F1&thid=OIP.hA3_WZ61lWcyf-248UDgBQAAAA&mediaurl=https%3a%2f%2fau2mvno.com%2fwp-content%2fuploads%2f2017%2f03%2f7102.png&exph=300&expw=300&q=%e5%9c%a8%e7%95%99%e8%b3%87%e6%a0%bc%e3%80%80%e3%82%a4%e3%83%a9%e3%82%b9%e3%83%88&simid=608043634516034336&selectedIndex=24


９．受入れ機関の要件

１．適切な運営をしていること

➡過去5年以内に労働法違反がないか？

２．日本人と同様に適切な処遇を確保し、日本人労働者の処遇・労働環境の改善の努
力が損なわれないようにすること

➡労働基準法、最低賃金法、労働安全衛生法のほか、妊娠・出産等による不利益取扱いを禁止している男女雇用
機会均等法や、同一労働同一賃金を定めたパートタイム・有期雇用労働法、ハラスメント防止対策を義務付ける労
働施策総合推進法等 など全ての労働に関する法令が対象になります。

３．適切な指定を受けていること

➡有料老人ホームやサービス付高齢者住宅など、特定施設入居者生活介護、介護予防特定施設入居者生活介護、
地域密着型特定施設入居者生活介護を行う施設として、介護保険サービス提供事業所が対象。

４．介護保険サービスの範囲内の業務に従事すること

➡「お泊りデイ」など、自主事業については対象外。

５．訪問業務を行っていないこと

➡訪問系サービスにおける業務は対象外。指定小規模多機能型居宅介護、指定介護予防小規模多機能型居宅介護
における、それ以外の業務に従事することは可能。
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１０．技能実習制度との比較

項目 特定技能1号 技能実習

採用 直接雇用が可能 監理団体を通して雇用

受入期間の条件 新設事業所・施設でも可能 開設後3年経過している事業所・施設

人員配置基準 雇用直後から人員基準に含められる
実習開始後、6ヵ月後より可能
（条件を満たす場合には、一部実習開始後
より可能）

受入人数枠 日本人の常勤介護職員の総数まで可能
日本人の常勤介護職員数に応じて制限あり
（常勤介護職員数10名の場合、1名等）

夜勤
受入機関により、いつからでも可能
1人配置も可能

2年目からが望ましい
1人配置は不可

人事異動
同一法人内での異動が可能
（変更申請必要）

基本的に同一事業所において3年間実施

転職（上記と同様） 同一の事業区分（介護職）であれば可能 原則不可

受入コスト
採用時手数料
登録支援機関への月額支援費 等
（国内転換者の場合は、低コスト）

監査費用
入国前、入国後講習費用
監理団体への月額監理費 等
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１１．ミャンマー国からの受入について

国名 ミャンマー連邦共和国

政治 大統領制・共和制

人口 5,580万人（2022年10月） 平均寿命67.36歳（2020年）

首都 国土 ネーピードー※最大の都市 ヤンゴン（2006年まで首都） 約68万K㎡（日本の約1.8倍）

民族 人口6８％をビルマ族が占めるが、カレン族他、少数民族がいる多民族国家である。

言語 ミャンマー語、シャン語、カレン語、英語

宗教 仏教（87.9％）、キリスト教（6.2％）、イスラム教（4.3％）、ヒンドゥー教（0.5％）

経済 名目GDP68.6（10億ドル）、一人当たりの名目GDP1,289ドル （2018年）失業率 4.0％

通貨 １チャット ＝ 0.070円（2022年10月） ★平均的な給与は月10,800円

日系企業 企業数：390社 2019年5月、在留邦人：2,608人 2017年10月

◆ 平均年齢は29歳で、若年層が多く、識字率と教育水準が相対的に高く、今後の成長が見込まれる

◆ 優秀な若者が多いが、ミャンマー国内で良い条件で就労出来る機会が少ない

◆ ミャンマーの最低賃金は日給4800チャット（約320円）の為、日本で就労を希望する若者が多い

◆ 国民の90％が日本と同じ敬虔な仏教徒であり、仏教文化が生活に浸透している

◆ 国民性は誠実、勤勉、謙虚で控え目であり、犯罪が少ない

◆ 日本人と価値観が非常に合う（人との調和を大切にし、自己主張を避ける）

◆ 東南アジアの各国でベトナム（約9500万人）に続いて、人口が多い（5447万人）

◆ 親日国である（日本からの支援は1兆円以上）

◆ 日本語とビルマ語の文法は似ており、日本語の上達が早い

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=c3ONmVsi&id=FCDA23BD3534EF9A5D74097CB86B24E1DC5F0913&thid=OIP.hkEuvsE8lwRhzcWoWsUqWAHaHa&mediaurl=http%3a%2f%2f2.bp.blogspot.com%2f-2cH0L-iVcgM%2fVAeceER0pYI%2fAAAAAAAAAGU%2f_AH6IvsIpMo%2fs1600%2fmyanmar_map.gif&exph=252&expw=252&q=%e3%83%9f%e3%83%a3%e3%83%b3%e3%83%9e%e3%83%bc%e3%80%80%e5%9c%b0%e5%9b%b3&simid=608002922956784159&selectedIndex=0
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ジョイ・ミャンマーはミャンマーにおける技能実習生・特定技能14業種・高度人材の育成及び日本への送出しを行う機関です。
2016年よりミャンマーは民主化に向けた発展が始まりました。母国発展に向けて、多くのミャンマー国民に日本の進んだ技術
の多くを学ぶ機会を提供し、日本とのパートナー国として未来に繋がることに貢献したいと考え、友好関係を築いています。

社名 株式会社ジョイ・ミャンマー （JOY MYANMAR.co.,ltd)

設立
2010年9月 投資企業管理局
2018年11月 労働省登録（2019年5月 外国人技能実習機構に登録）

代表取締役 Mr. Aung Lwin

本社所在地 ミャンマー連邦共和国ヤンゴン市 ※日本支部 広島県

人材事業

日本への人材派遣事業
高度人材（ITエンジニア・CAD設計）
技能実習（介護、製造、建設、車両整備、ビルクリーニング、溶接、鉄工他）
特定技能（介護）

教育事業

ジェイ・アイエスエム日本語学校（J.ISM）※2017年1月 ヤンゴン市開発委員会登録
ミャンマー人教師5名（日本在留経験ありN２以上2名含む）
日本人教師6名
生徒数 150名 ※2020年 8月現在
日本語教育、日本での日常生活・文化・マナー研修

送り出し機関：ジョイ・ミャンマー

http://ja.wikipedia.org/wiki/ミャンマー
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求人票提出～入国まで、約6～7ヵ月間がかかります。社会情勢等により、スケジュールに変動が生じる可能性がありますのでご
了承ください。

１２．入国までの流れ

STEP

１
11月7日（月）

～25日（金）
受入れ希望事業所の受付及び選考
応募多数の場合には、川崎市と協議のうえ、受入れ先事業所を決定いたします。

STEP

２

11月28日（月）
～12月2日（金）

求人票受付、ミャンマー国に提出
求人票を作成していただき、内容を確認のうえ、ミャンマー国に提出します。
求人情報に基づき、対象者の選考と人選を行います。

STEP

３
12月12日（月）

～14日（水）
Web面接会
現地送り出し機関と弊社立ち合いのもと、対象者とオンライン面接会を行います。

STEP

４
12月15日（木）～ 支援計画書、申請書類作成

受入対象者決定後、必要書類をご準備いただき、申請書類の作成を進めます。

STEP

５

1月10日（火）頃 事前ガイダンス実施
受入対象者と受入事業所と合同で、オンラインにてガイダンス実施。
雇用条件等の最終説明を行い、作成書類内容についてご確認後、押印をお願いします。

STEP

６
1月13日（金）頃 入管庁へ提出

申請書類一式を弊社で受領し、入管庁へ提出します。

STEP

７

4月中～下旬 入管庁の許可
入管庁の許可後、必要書類をミャンマー国に送り、出国手続き（航空券の手配等）を
行います。

STEP

８

5月8日頃 入国
入国後、約2ヵ月間は、川崎市国際介護人材サポートセンターにて研修等を行いなが
ら、施設での就業を開始します。
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この分の費用についてご負担いただきます。本事業で賄える費用が多いため、受入事業所様のご負担を軽減することができます。

１３．受入費用について



１４．受入れに向けてご準備いただきたいこと

１．住まいの確保支援

入国後、川崎市国際介護人材サポートセンターで用意している寮を利用し、研修と施設での就業を開始します。その後、
2ヵ月以内を目途に、施設に通いやすい場所に住居を借りる契約を進めます。（川崎市介護職員家賃支援事業の対象）

※各事業所で寮（社宅等）を利用させていただくことも可能です。

家賃、水道光熱費の負担割合は、各法人様の規定に準じますが、特定技能スタッフは纏まった費用を準備できないことから、
敷金礼金を始め、最低限の家電製品や備品の調達に、ご協力をお願いいたします。

２．職員・利用者（家族）への理解促進

外国籍スタッフを受入れる経緯や、制度の目的や仕組みなど、職員一人ひとりに理解を促すことが大切です。
また、受入れる国の文化や宗教観など、相手のことを知る機会も設けましょう。

３．支援体制について

日本語スキルアップの機会や、国家資格取得のための研修体制、時間の確保なども、事前に決めておくと良いです。
また、一時帰国のための長期休暇への対応など、現行の就業規則にない事項に関する取り決めについても、この機会に定め

ておくと良いと思います。

４．マニュアルの準備

ルビつき、イラストや写真を盛り込んだマニュアルを用意しておくと、短期間で理解度・習得度が高まります。

５．分かりやすい日本語「はさみの法則」を心がける

文章は単文で、『はっきり、さいごまで、みじかく』を心がけましょう。
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